
「にしなり我が町」は、原則毎月1日（新聞休刊日は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済）の朝刊折込でお届けしています。
新聞を購読していない方で配送を希望する場合は総務課（7階 番窓口72  ☎06-6659-9683 506-6659-2245）にお申し込みください。
音声版・点字版もあります。詳しくはホームページをご覧ください。

イベント・講座
西成区民卓球大会のお知らせ
試合方法：男子女子ダブルス戦のみ
日　時 4月19日（日）

　　　　10：00～12：30
　　　　（受付9：30～）
場　所 �西成スポーツセン

ター 第一体育館
対　象 �区内在住・在勤の
　　　　15歳以上の方
　　　　（中学生は除く）
締　切 3月31日（火）
費　用 1人500円
　　　　（大会当日に持参してください）
申込み �下記問合せ先で配布する申込用紙に必要

事項をご記入の上、お申し込みください。
問合せ �西成区体育厚生協会事務局
　　　　（�区民センター1階 コミュニティ事業事

務室内）
　　　　☎06-6652-8461

お 知 ら せ
次年度の障がいのある方の交通乗車証お
よびタクシー給付券の送付等について
　身体障がい者手帳、療育
手帳、戦傷病者・被爆者健康
手帳、精神障がい者保健福
祉手帳をお持ちの方、また
は特別児童扶養手当1級受
給世帯の方で、障がいのあ
る方等の交通乗車証および
タクシー給付券を受けられ
ている方へ、新年度分の交
通乗車証およびタクシー給
付券を3月末日までに書留で送付、またはお住ま
いの区役所保健福祉センターで窓口交付を開始し
ます。
問合せ 保健福祉課（地域福祉）
　　　　5階 番窓口51  ☎06-6659-9857

　戦傷病者手帳・被爆者健康手帳・精神障がい者保
健福祉手帳をお持ちの方は
問合せ 保健福祉課（地域保健）
　　　　2階 番窓口21  ☎06-6659-9882

固定資産（土地・家屋）の価格等に関する縦覧を行います　土地または家屋の固定資産税の納税者の方は、所有されている土地・家屋と同一区内の他の土地・
家屋の価格等が記載された「縦覧帳簿」を縦覧できます（資産のある区の縦覧帳簿に限ります。）。　 日　時 4月1日～30日（土・日・祝日を除く） 9：00～17：
30（金曜日は19：00まで）　 問合せ あべの市税事務所 固定資産税グループ ☎06-4396-2957（土地） ☎06-4396-2958（家屋） 506-4396-2905

手話をはじめませんか（初級コース）
主催：大阪市聴言障害者協会（大阪市委託事業）
主管：西成区聴言障害者協会
開催日時 �4月15日（水）～令和9年2月20日（土）�  

（全35回）（毎週水曜日）19：00～20：30
※令和9年2月20日（土）は合同修了式（場所未定）
場　所 区民センター
対　象 �市内在住または在勤で高校生以上の初心

者の方
定　員 30名（申込み多数の場合、抽選）
締　切 3月16日（月）
費　用
　①テキスト代4,290円（税込）
　※開講式におつりのないようご持参ください。
　②動画視聴システム利用料（1年分）1,760円（税込）
　※�ご自宅で予習、復習を行うための動画をご覧
いただくために、インターネットが使える環
境が必要となります。

　※②の詳細は開講式にて説明します。
申込み �①住所②氏名（ふりがな）③年齢④勤務地

（市外在住者のみ）⑤電話番号（あれば
FAX番号）をご記入の上、往復はがきに
てお申し込みください。

問合せ 保健福祉課（地域福祉） 5階 番窓口51
　　　　〒557-8501 岸里1-5-20 ☎06-6659-9857

SDGs達成に向けた取組み
　SDGs達成に向けて、西成区役所で実施してい
る取組みをご紹介します。
回収ボックスを設置しています！
　区役所1階に、乾電
池・蛍光灯管・水銀体温
計・インクカートリッ
ジ・使用済み小型家電
の回収ボックスを設置
し、リサイクルに取り組
んでいます。皆さんのご自宅に不用なものはござい
ませんか？ごみの減量と資源再生利用促進のため、
ぜひご協力ください！
万博・SDGs啓発のグッズを作成しました！
　西成区マスコット
キャラクター「スー
パーポンポコジャガ
ピーにしなりくん」
のオリジナルグッズ
を作成し、SDGs啓
発に加え、大阪・関西万博の機運醸成のために、イ
ベントや事業で配布しました。
問合せ 総務課
　　　　7階 番窓口72  ☎06-6659-9683

災害時の避難所開設状況やハザードマップなど、もしもの時の災害に備えた防災アプリです！
気象庁の警報、注意報、地震発生等の災害情報や、大阪市からのお知らせをプッシュ通知で配信します。
屋外に設置された防災スピーカの放送内容が聞き取れなかった場合にアプリから確認することもできます。

問合せ 市民協働課 7階 番窓口73  ☎06-6659-9734

もしもの為に。今始めよう
大 阪 防 災 アプリ

わかりやすくお知らせ
防災シグナル
避難所情報・避難所開設情報・気象情
報・台風情報・国民保護情報・地震情
報・津波情報が発令されると、色の変
化とトップ画面でお知らせします。
トップ画面は危険度によって色が変
化します。

日ごろから確認しよう
防災マップ
大雨等による浸水想定区域等のハ
ザードマップ、開設している避難所
一覧、避難所までのルートなどを確
認できます。また、新たに緊急一時避
難施設を確認できるマップが追加さ
れました。

日ごろから使える
雨雲レーダー
気象庁の雨量情報および、台風情報
をリアルタイムで表示します。
60分前から15時間先までの未来の
降水分布予測を、連続的に表示して
閲覧することができます。

国民健康保険・国民年金のお知らせ
①�「国民健康保険料のための所得申告書」を提出し

てください
　国民健康保険では、保険料の計算や国の補助金
の申請をするために、収入がない等で税の申告が
不要な方を含め、すべての加入者の所得状況を把
握する必要があります。世帯全員の所得の合計額
が基準額以下であれば、保険料が軽減される場合
があります。
　「国民健康保険料のための所得申告書」が届いた
世帯の世帯主の方は、必ず提出をお願いします。
②国民健康保険の異動の届出は14日以内に
　会社を退職した場合など健康保険をやめたとき
（扶養家族からはずれたとき）や、任意継続の期間
が満了したときなどは、国民健康保険に加入する
手続きが必要です。また、国民健康保険に加入され
ている方が、就職などで会社などの健康保険に加
入したとき（扶養家族になったとき）は、国民健康
保険の資格喪失手続きが必要です。
　国民健康保険の加入や資格喪失の手続きについ
ては、いずれの場合も、必ず14日以内に区役所で
手続きを行ってください。（マイナ保険証をお持ち
の方も手続きが必要です。）
※�なお、会社などの健康保険加入に
よる国民健康保険の資格喪失につ
いては、行政オンラインシステム
においても手続きができます。

③国民年金の学生納付特例制度
　国内に住むすべての人は、20歳になったときか
ら国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義
務づけられています。学生については、申請により
在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。
　対象となる学校は、日本年金機構のホームペー
ジや区役所で確認できます。詳しくはお問い合わ
せください。
申請時の持ち物
◦基礎年金番号が分かるもの
◦学生証の両面の写しまたは在学証明書
④国民健康保険料のお納め忘れはありませんか？
　災害やその他の特別の事情もなく国民健康保険
料を滞納している世帯には、財産等を調査し、資産
があることが判明すれば差押えることがあります。
納め忘れの保険料はお早めに納付してください。
　失業・営業不振等による大幅な所得減少でお困
りの方は、申請により保険料が減額できる場合が
ありますので、お問い合わせください。
問合せ ①②③窓口サービス課（保険年金 保険）　
　　　　　　　6階 番窓口61  ☎06-6659-9956
　　　　　　④窓口サービス課（保険年金 管理）　
　　　　　　　6階 番窓口62  ☎06-6659-9946
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